
下関市公共基準点管理保全要綱

下関市公共基準点管理保全要綱（平成１９年４月１日制定）の全部を改正す

る。

（目的）

第１条 この要綱は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）の規定に基づき下

関市が国から移管を受けた測量基準点（以下「公共基準点」という。）の一般

的な取扱いに関して必要な事項を定め、その管理保全について万全を期すこ

とを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（１）公共基準点 都市再生街区基本調査によって設置された街区三角点、

街区多角点、街区三角点節点、街区多角点節点、街区点補助点及び効率的

手法導入推進基本調査によって設置された地籍基本三角点、地籍基本多角

点、地籍基本細部点をいう。

（２）街区基準点等 公共基準点のうち、街区三角点、街区多角点、地籍基

本三角点、地籍基本多角点、地籍基本細部点をいう。

（管理の主体）

第３条 公共基準点の管理保全の主管課は、都市整備部都市計画課とする。

（管理保全）

第４条 何人も、滅失、き損その他の行為により、公共基準点の効用を害して

はならない。

２ 市長は、公共基準点の成果等を適切に管理するとともに、公共基準点を使

用した者からの使用結果の報告のほか、必要に応じて測量標の設置状況を現

地で確認し、その保全に努めなければならない。

３ 市長は、公共基準点の異状が明らかになった場合においては、当該公共基

準点の復旧又は移転、撤去、廃点等必要な措置を講ずるとともに、当該措置

に伴い必要となる国又は土地所有者等への通知、報告を行うものとする。

（公共基準点の使用手続）

第５条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書（様



式第１号）により市長に申請し、公共基準点使用承認書（様式第２号）によ

る承認を受けなければならない。また、使用後は、速やかに公共基準点使用

報告書（様式第３号）により使用結果を報告するものとする。

２ 公共基準点の使用に伴い他人の土地、建物に立ち入る場合においては、あ

らかじめ、土地、建物の所有者又は管理者（以下「土地所有者等」という。）

の許可を得なければならない。

３ 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、土地所

有者等の請求があったときは、速やかにこれを提示しなければならない。

４ 第１項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体その他公共団体及び土地

家屋調査士会は包括的に公共基準点を使用することについて、市長に申請す

ることができるものとする。

５ 前項の申請があった場合において、包括的に公共基準点を使用することが

適当であると市長が認めたときは、使用結果の報告等必要な条件を付して承

認することができる。

（工事施工の届出）

第６条 街区基準点等の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を

施工する者（以下「工事施工者」という。）は、あらかじめ街区基準点等付近

での工事施工届出書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。ただ

し、次条に規定する街区基準点等の撤去又は廃点に係る申請又は請求をする

場合においては、街区基準点等付近での工事施工届出書の提出を省略するこ

とができる。

２ 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次の各号に掲げ

るものとする。

（１）掘削底面端から４５度以上の線に街区基準点等の構造物が入る掘削工

事等

（２）車両及び重機等の振動が街区基準点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜

き工事のうち、街区基準点等から杭、車両及び重機等までの距離が５メー

トル以下となる工事等

（３）その他街区基準点等の効用に支障をきたすと思われる工事等

３ 第１項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。



（１）位置図、断面図、平面図（掘削位置と街区基準点等の位置関係を明示

したもの）

（２）引照点図又はしゅん工後に街区基準点等の異状の有無を確認するため

に必要な図書

（３）写真（街区基準点等、街区基準点等周辺、引照点等が確認できるもの）

４ 第１項の規定により届け出た工事期間中、工事施工者は、街区基準点等の

保全に必要な措置を講じなければならない。

５ 第１項の規定により届け出た工事がしゅん工したときは、工事施工者は速

やかに街区基準点等付近での工事しゅん工報告書（様式第５号）を市長に提

出しなければならない。

６ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

（１）しゅん工写真（街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの）

（２）街区基準点等の異状の有無が確認できる測量資料（着工前・しゅん工

後が対比できる引照点図又は点検測量等の成果）

（撤去又は廃点）

第７条 工事施工者は、街区基準点等を撤去又は廃点する必要が生じた場合に

おいては、あらかじめ街区基準点等（撤去・廃点）承認申請書（様式第６号）

により市長に申請し、街区基準点等（撤去・廃点）承認書（様式第７号）に

よる承認を受けなければならない。

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

（１）位置図、断面図、平面図（施工範囲と街区基準点等の位置関係を明示

したもの）

（２）写真（街区基準点等、街区基準点等周辺が確認できるもの）

３ 土地所有者等の都合により街区基準点等を撤去又は廃点する必要が生じた

場合においては、土地所有者等は、あらかじめ街区基準点等（撤去・廃点）

請求書（様式第８号）を市長に提出するものとし、本請求により復旧又は移

転が必要な場合においては、復旧又は移転は市が行うものとする。

（機能の回復）

第８条 第５条の規定に基づき公共基準点を使用した者（以下「基準点使用者」

という。）及び第６条第１項の規定に基づく届出をした工事等の工事施工者は、



故意又は過失により街区基準点等を滅失又はき損し、その効用に支障をきた

した場合においては、測量法その他関係法令に基づき市長が指示する方法に

より復旧又は移転しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める

ときは、この限りでない。

２ 第７条第１項の規定に基づき街区基準点等の撤去又は廃点を申請した工事

施工者は、申請のあった街区基準点等について復旧又は移転する必要がある

と市長が認めた場合においては、測量法その他関係法令に基づき市長が指示

する方法により復旧又は移転しなければならない。

３ 前２項に規定する者のほか、故意又は過失により街区基準点等を滅失又は

き損し、その効用に支障をきたした者（以下「事故原因者」という。）は、測

量法その他関係法令に基づき市長が指示する方法により復旧又は移転しなけ

ればならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

（設置工事の施工者）

第９条 前条の規定に基づき街区基準点等を復旧又は移転するための工事及び

測量（以下「設置工事」という。）は、測量法第５５条の規定に基づき測量業

者としての登録を受けた者が行わなければならない。

２ 設置工事に伴い必要となる測量法その他関係法令に基づく手続及び国又は

土地所有者等への通知、報告は市が行う。ただし、これらに必要となる図書

の作成及びその他市長が必要と認める図書の作成は設置工事を行う者が作成

するものとする。

（設置工事）

第１０条 設置工事を行う者は、施工方法等について、あらかじめ市と協議し

た後、街区基準点等（復旧・移転）承認申請書（様式第９号）により市長に

申請し、街区基準点等（復旧・移転）承認書（様式第１０号）による承認を

受けなければならない。

２ 測量標等は既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な

場合においては、市が指示する材質、寸法及び形状の測量標等を設置工事を

行う者が準備するものとする。

３ 設置工事を行った者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を

明らかにする図書及び写真を市長に提出しなければならない。



４ 設置工事がしゅん工したときは、設置工事を行った者は、速やかに街区基

準点等設置工事しゅん工報告書（様式第１１号）を市長に提出し、市の検査

を受けなければならない。

５ 設置工事行った者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再

検査を受けなければならない。

（費用の負担）

第１１条 設置工事に要する費用は、原因者である基準点使用者、工事施工者

又は事故原因者が負担するものとする。

（その他）

第１２条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての

取扱いは、その都度、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。



様式第１号

公共基準点使用承認申請書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者 住所

氏名

公共基準点を使用したいので、下関市公共基準点管理保全要綱第５条第１項の

規定により、次のとおり申請します。

使用目的

使用期間 年 月 日から 年 月 日まで

測量地域

使用する公共基準点

の種類及び番号
計 点

測量方法

測

量

計

画

機

関

名 称

代表者氏名

所在地

測

量

作

業

機

関

名 称

代表者氏名

所在地

備 考



様式第２号

第 号

年 月 日

様

下関市長 印

公共基準点使用承認書

年 月 日に申請のありました公共基準点の使用について、次の

とおり承認します。

使用承認番号 第 号

使用目的

使用期間 年 月 日から 年 月 日まで

測量地域

使用する公共基準点

の種類及び番号
計 点

測量方法

測

量

作

業

機

関

名 称

代表者氏名

所在地

承認条件

１ 下関市公共基準点管理保全要綱及び別紙公共基準点使用条件を遵守すること。

２ 使用終了後は、公共基準点使用報告書（様式第３号）を速やかに提出すること。

担当部署

連絡先

下関市 部 課 係

電話番号



別紙

公 共 基 準 点 使 用 条 件

１ 公共基準点の使用に伴い他人の土地、建物に立ち入る場合においては、あらかじ

め土地所有者等に計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを通知し、立

ち入りの許可を得ること。

２ 作業者は、公共基準点使用承認書を常時携帯し、土地所有者等の請求があったと

きは、これを提示すること。

３ 作業者は、善良な管理者の注意をもって公共基準点を使用し、公共基準点の効用

を害することがないよう、その保全に必要な措置を講じた上で使用すること。

４ 公共基準点の使用に起因して、第三者に損害を与えた場合は、申請者又は作業者

の負担において、原状の回復又は損害の賠償を行うこと。

５ 使用した公共基準点に異状等が認められた場合においては、速やかに市に連絡す

ること。

６ 公共基準点の使用を完了したときは、速やかに公共基準点使用報告書（様式第３

号）を市に提出すること。



様式第３号

公共基準点使用報告書

年 月 日

（宛先）下関市長

報告者 住所

氏名

年 月 日に承認を受けた公共基準点の使用について、その使用結

果を次のとおり報告します。

使用目的

使用期間 年 月 日から 年 月 日まで

測量地域

使用した公共基準点

の種類及び番号
計 点

使用承認番号 第 号

測

量

作

業

機

関

名 称

代表者氏名

所在地

使 用 結 果

特 記 事 項

（故障点、異状点の状況を記載）



様式第４号

街区基準点等付近での工事施工届出書

年 月 日

（宛先）下関市長

届出者 住所

氏名

街区基準点等の付近で工事等を行うため、下関市公共基準点管理保全要綱第

６条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

工事名

工事場所

工事期間 年 月 日から 年 月 日まで

工事概要

付近の街区基準点等

の種類及び番号

工

事

発

注

者

名 称

代表者氏名

所在地

工

事

受

注

者

名 称

代表者氏名

所在地

添 付 図 書
１ 位置図 ２ 断面図 ３ 平面図

４ 引照点図等 ５ 写真



様式第５号

街区基準点等付近での工事しゅん工報告書

年 月 日

（宛先）下関市長

報告者 住所

氏名

年 月 日に届け出た街区基準点等付近での工事がしゅん工しま

したので、次のとおり報告します。

工事名

工事場所

しゅん工日 年 月 日

付近の街区基準点等

の種類及び番号

街区基準点等

の状況

(1) 測量標のき損状態：

(2) 構造物のき損状態：

(3) その他：

工

事

受

注

者

名 称

代表者氏名

所在地

添 付 図 書 １ しゅん工写真 ２ 測量資料等



様式第６号

街区基準点等（撤去・廃点）承認申請書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者 住所

氏名

工事等により支障となる街区基準点等の撤去又は廃点について、下関市公共

基準点管理保全要綱第７条第１項の規定により、次のとおり申請します。

工事名

工事場所

工事期間 年 月 日から 年 月 日まで

工事概要

撤去・廃点する街区基

準点等の種類及び番号

撤去・廃点理由

撤去・廃点予定日 年 月 日

工

事

発

注

者

名 称

代表者氏名

所在地

工

事

受

注

者

名 称

代表者氏名

所在地

添付図書
１ 位置図 ２ 断面図 ３ 平面図

４ 写真

備 考



様式第７号

第 号

年 月 日

様

下関市長 印

街区基準点等（撤去・廃点）承認書

年 月 日に申請のありました街区基準点等の撤去又は廃点につ

いて、次のとおり承認します。

撤去承認番号 第 号

撤去・廃点する街区基準

点等の種類及び番号

撤去・廃点予定日

復旧又は移転の要否

承認条件

１ 作業は、車両や歩行者の安全を十分に確保した上で行うこと。

２ 作業に起因して、第三者に損害を与えた場合は、申請者の負担において、原状

の回復又は損害の賠償を行うこと。

３ 測量標の撤去後は、必要に応じて車両や歩行者の通行に支障が生じることがな

いよう、コンクリートやアスファルト等で十分な補修を行うこと。

４ 作業に伴い発生した廃材等は適正に処分すること。

５ 作業の中止等、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに下記の担当部署に連

絡すること。

６ 復旧又は移転を要する場合は、あらかじめ市と協議した後、街区基準点等（復

旧・移転）承認申請書（様式第９号）を提出すること。

担当部署

連絡先

下関市 部 課 係

電話番号



様式第８号

街区基準点等（撤去・廃点）請求書

年 月 日

（宛先）下関市長

請求者 住所

氏名

下関市公共基準点管理保全要綱第７条第３項の規定により、街区基準点等の

撤去又は廃点について、次のとおり請求します。

撤去・廃点する街区基準

点等の種類及び番号

撤去・廃点理由



様式第９号

街区基準点等（復旧・移転）承認申請書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者 住所

氏名

街区基準点等の復旧又は移転について、下関市公共基準点管理保全要綱第１

０条第１項の規定により、次のとおり申請します。

復旧・移転する街区基

準点等の種類及び番号

復旧・移転理由

設置工事の期間 年 月 日から 年 月 日まで

設

置

工

事

施

工

者

名 称

代表者氏名

所在地

添付図書
１ 設置工事の内容を明らかにする図書

２ 写真

備 考



様式第１０号

第 号

年 月 日

様

下関市長 印

街区基準点等（復旧・移転）承認書

年 月 日に申請のありました街区基準点等の復旧又は移転につ

いて、次のとおり承認します。

復旧承認番号 第 号

復旧・移転する街区基

準点等の種類及び番号

設置工事の期間 年 月 日から 年 月 日まで

設

置

工

事

施

行

者

名 称

代表者氏名

所在地

承認条件

１ 設置工事の施工については、申請のとおり実施し、道路その他構造物の機能に

支障を生じないようにすること。

２ 設置工事は、車両や歩行者の安全を十分に確保した上で施工すること。

３ 設置工事に起因して、第三者に損害を与えた場合は、申請者の負担において、

原状の回復又は損害の賠償を行うこと。

４ 設置工事完了後は、速やかに街区基準点等設置工事しゅん工報告書（様式第１

１号）を市に提出し、市の検査を受けること。

５ 検査に合格したときには、速やかに市に基準点を引き渡すこと。

６ 申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに下記の担当部署に連絡すること。

担当部署

連絡先

下関市 部 課 係

電話番号



様式第１１号

街区基準点等設置工事しゅん工報告書

年 月 日

（宛先）下関市長

報告者 住所

氏名

年 月 日に承認を受けた街区基準点等の復旧又は移転について、

設置工事がしゅん工しましたので、次のとおり報告します。

復旧・移転した街区基

準点等の種類及び番号

しゅん工日 年 月 日

設

置

工

事

施

工

者

名 称

代表者氏名

所在地

添 付 図 面 １ しゅん工写真


